
資料－２

複数の利水対策案の立案について（案）複数の利水対策案の立案について（案）

平成２３年２月７日平成２３年２月７日

国土交通省国土交通省 関東地方整備局関東地方整備局



「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に示されている１７の方策※１を参考

にして幅広い方策を組み合わせて検討する。

八ッ場ダム検証における「利水対策案」の今後の流れ

① 利根川流域における１７方策※１の検討
【第4回幹事会で説明】

② ①の検討を踏まえ、幅広い方策を組み合わせて複数の利水対策案の立案

④ 利水対策案を評価軸ごとに評価

③ 概略検討による利水対策案の抽出※２
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※ 「流水の正常な機能の維持」についても、上記の「利水対策案」の今後の流れに準じる。

※１ 再評価実施要領細目 第４ 再評価の視点 １ 再評価の視点 （２）④利水等の観点からの検討 に記載されている。

⑤ 目的別の総合評価［利水］

※２ 概略検討による利水対策案の抽出方法について、２ページに示す。



・個別ダムの検証における新規利水の観点からの検討に当たっては、概略検討により利水
対策案を抽出し、利水参画者等に提示し、意見を聴取することとしている。
・以下に、概略検討により利水対策案を抽出するまでの基本的な考え方を示す。
（「流水の正常な機能の維持の観点からの検討」における対策案の抽出もこれに準じた考
え方で行う。）

１．利水対策案は、利水参画者に対して確認した必要な開発量を確認の
上、その量を確保することを基本として立案する。

２．利水代替案の検討
利水対策案は、必要な開発量を確保できるように、単独の利水代替
案（ダムに代わる水資源開発施設または施策をいう。）又は複数の利
水代替案の組み合わせで幅広く立案することになるが、利水代替案
は「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（以
下、「細目」という。）に示す１７の方策を参考に、利根川流域における
適用の可能性について検討する。

３．概略検討による利水対策案の抽出

・利水代替案の検討を踏まえ、概略検討によって、利水対策案を抽出
する。

・八ッ場ダムは、複数の利水基準地点を有していることから、利水対策
案は基準地点ごとに立案する。

・概略検討に当たっては、細目に示す「利水に関する評価軸」で概略的
に検討（この場合、必ずしも全ての評価軸で検討を行う必要はない。）
し、一つ以上の評価軸に関して、明らかに不適当と考えられる結果と
なる場合は、その理由を付して除外する。

・また、同類の利水対策案が複数ある場合は、その中で比較するが、
可能であれば移転補償家屋数、コスト等について定量的な検討を行
い、最も妥当と考えられる案を抽出する。
・なお、コストは一般的な事例等を参考に算出することとする。

八ッ場ダム検証における概略検討による利水対策案の抽出
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　　　　新規利水に関する基準地点と利水参画者

①渋川地点

群馬県央第二水道用水

群馬県東部地域水道用水

藤岡市水道

群馬県東毛工業用水

②利根大堰地点

埼玉県水道

東京都水道

③栗橋地点

茨城県県南広域水道

茨城県県西広域水道

千葉県水道

北千葉広域水道企業団

千葉地区工業用水

④西関宿地点

千葉県水道

⑤布川地点

印旛郡市広域市町村圏事務組合

千葉地区工業用水

　ダムサイト地点

　　流水の正常な機能の維持に関する基準地点



（１）ダム

（２）河口堰

（３）湖沼開発

（４）流況調整河川

（５）河道外貯留施設

（６）ダム再開発

（７）他用途ダム容量の買い上げ

（８）水系間導水

（９）地下水取水

（１０）ため池（取水後の貯留施設を含む）

※上記、利水代替案は、流水の正常な機能の維持に関する代替案を兼ねる。

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」で示されている１７の方策について利根川流域で
の適用の可能性を検討する。

（１１）海水淡水化

（１２）水源林の保全

（１３）ダム使用権等の振替

（１４）既得水利の合理化・転用

（１５）渇水調整の強化

（１６）節水対策

（１７）雨水・中水利用

１７の方策
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※利根川流域における（２）～（１７）の方策については、国土交通省関東地方整備局が独自に検討

したものであり、関係都県及び関係者と調整を行っていない。



注）「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領
細目」第４再評価の視点 １再評価の視点 (2)④利水等
の観点からの検討 V）その他の目的に応じた検討 を参

照。

堤高
116.00m

非洪水期
（10/6～6/30）

洪水期
（7/1～10/5）

有効貯水容量
90,000,000m3

非洪水期利水容量
90,000,000m3

②流水の正常な機
能の維持
4,022,000m3

③-1 水道用水
82,607,000m3

③-2 工業用水
3,371,000m3

②流水の正常な機能の維持
1,313,000m3

③-1水道用水22,814,000m3

③-2工業用水 873,000m3

①洪水調節容量
65,000,000m3

洪水期利水容量
25,000,000m3

基礎岩盤

※ 洪水期 ：梅雨時期、台風やその他豪雨等により、大きな洪水の発生が予想される期間。
主に夏から秋。

非洪水期：洪水期以外の期間。

常時満水位
標高583.00m

洪水期
制限水位
標高555.20m

最低水位
標高536.30m

基礎岩盤
標高470.00m

（今後の検討で考慮すべき点）
●事業の進捗状況を踏まえて、残事業等について整理する。

八ッ場ダム
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計画堆砂容量
17,500,000m3

総貯水容量
107,500,000m3

（検討の考え方）

○新規利水
八ッ場ダムによって、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、藤岡市、
北千葉広域水道企業団及び印旛郡市広域市町村圏事務組合の水道用水、群
馬県及び千葉県の工業用水を開発する。

○流水の正常な機能の維持

吾妻川における流水の正常な機能の維持と増進を図る。

○発電 注）

八ッ場ダムの建設に伴って新設される八ッ場発電所は、他の水利使用に従
属し発電する方式であるため、検討の対象としない。

八ッ場ダムについて、基本計画の諸元を下記に示す。

Ｅ.Ｌ.５８６ｍダム天端標高

約２９１ｍ堤頂長

約１１６ｍ堤 高

重力式コンクリートダムダム形式

ダ ム

（１）ダム



（２）河口堰

河川の最下流部に堰を設置することにより、淡水を貯留し、水源とするものである。

容量の確保①：河口堰のかさ上げイメージ

容量の確保②：堤防のかさ上げ、高水敷
の掘削イメージ

（検討の考え方）
○河口域に生息する動植物に配慮しながら、河口堰の新設、既存河口堰及
び堤防のかさ上げあるいは高水敷等の掘削により、新たな利水容量の確
保の可能性を検討する。

那珂川

霞ヶ浦

利根川

江戸川

荒川

中川

隅田川

小貝川

鬼怒川

思川渡良瀬川

河口堰

河口堰の位置図

高水敷の掘削 貯留容量が増加

堤防のかさ上げ 貯留容量が増加

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。

（今後の検討で考慮すべき点）
●かさ上げを行う場合は、地盤を含めた堰本体及び堤防の強度や安全性等
について整理する。
●利根川における河道掘削の実績を踏まえて、掘削残土の処理、河道の維
持等について整理する。

かさ上げ

新規容量の確保
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（３）湖沼開発

湖沼の流出部に堰等を設け、湖沼水位の計画的な調節を行って貯水池として役割を持たせ、水源とするも
のである。

掘削により容量を確保

掘削により容量を確保

湖底掘削イメージ

湖底掘削・湖岸堤かさ上げイメージ

築堤イメージ

湖岸堤のかさ上げ

（検討の考え方）
○流出部に堰等を設置する場合は、周辺地域への影響、動植物への影響等を勘案
し、その適用の可能性を検討する。

○加えて、掘削、かさ上げあるいは堤防築造により利水容量を増加させる場合は、堤
防の安定性等を勘案し、その適用の可能性を検討する。
○豊水時に利根川の水量を利用することが可能な場合は、利根川の水量の利用を
検討する。
（豊水時とは、下流の既得水利（維持流量＋不特定用水＋先行ダム開発量）の取水に影響を与

えない一定流量を超えている時をいう。）

那珂川

霞ヶ浦

利根川

江戸川

荒川

中川

隅田川

小貝川

鬼怒川

思川渡良瀬川

中禅寺湖

手賀沼

牛久沼

霞ヶ浦

印旛沼

（今後の検討で考慮すべき点）
●掘削、かさ上げあるいは築堤を行う場合は、用地確保の見通し、掘削残土の処理
方法、地盤を含めた堤防の強度や安全性等について整理する。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。

湖岸堤

※利根川流域内の貯水量１00万m3以上の

代表的な湖沼を抽出。 - 6 -

湖沼の例の位置図



流況調整河川とは、流況が異なる二つ以上の
河川を水路で結び、時期に応じて、水量に余裕
のある河川から不足している河川に水を移動さ
せ、それぞれの河川の流況を改善するもので
す。これにより河川の必要流量の確保、水の有
効活用を行います。

（４）流況調整河川

流況の異なる複数の河川を連絡することで、時期に応じて、水量に余裕のある河川から不足している河川
に水を移動させることにより、水の有効活用を図り、水源とするものである。

（検討の考え方）
○河川の流況の季節的な特性等を勘案し、適用の可能性を検討する。
○導水路の新設は、できるだけ最短で地域に影響を与えないルートを基本とし、その実現の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
●両河川の水利用に関する関係河川使用者等の同意を得る必要がある。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。

那珂川

霞ヶ浦

利根川

江戸川

荒川

中川

隅田川

小貝川

鬼怒川

思川渡良瀬川

鬼怒川と思川の流況調整
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検討例



（５）河道外貯留施設

河道外に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで水源とするものである。

（検討の考え方）
○既存の遊水地に加え、河川沿いの土地利用状況等を勘案し、立地の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
●利根川における遊水地整備の実績を踏まえて、用地の確保の見通し、掘削残土の取扱い等について整理する。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。

③利根川中流沿川①烏川沿川

住宅等の立地がほとんどない地域

H.W.L

遊水地内を掘削して貯水容量を確保す
る

既存遊水地の掘削イメージ

検討例
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②利根川上流沿川

c JAPAN SPACE IMAGING / powered by Digital Earthc JAPAN SPACE IMAGING / powered by Digital Earth

c c GoogleTMGoogleTM
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新新新新新宿宿宿宿宿区区区区区

水水水水水戸戸戸戸戸市市市市市

千千千千千葉葉葉葉葉市市市市市

さささささいいいいいたたたたたままままま市市市市市

前前前前前橋橋橋橋橋市市市市市

宇宇宇宇宇都都都都都宮宮宮宮宮市市市市市

埼埼埼埼埼玉玉玉玉玉県県県県県

茨茨茨茨茨城城城城城県県県県県

栃栃栃栃栃木木木木木県県県県県

群群群群群馬馬馬馬馬県県県県県

東東東東東京京京京京都都都都都

矢矢矢矢矢木木木木木沢沢沢沢沢

須須須須須田田田田田貝貝貝貝貝

藤藤藤藤藤原原原原原

小小小小小森森森森森

真真真真真壁壁壁壁壁

奈奈奈奈奈良良良良良俣俣俣俣俣

玉玉玉玉玉原原原原原

相相相相相俣俣俣俣俣

薗薗薗薗薗原原原原原

平平平平平出出出出出

丸丸丸丸丸沼沼沼沼沼

鹿鹿鹿鹿鹿沢沢沢沢沢

大大大大大津津津津津

白白白白白砂砂砂砂砂川川川川川

品品品品品木木木木木

鍛鍛鍛鍛鍛冶冶冶冶冶屋屋屋屋屋沢沢沢沢沢

四四四四四万万万万万川川川川川

中中中中中之之之之之条条条条条

茂茂茂茂茂沢沢沢沢沢

鳴鳴鳴鳴鳴沢沢沢沢沢

坂坂坂坂坂本本本本本
霧霧霧霧霧積積積積積

中中中中中木木木木木

道道道道道平平平平平川川川川川

大大大大大塩塩塩塩塩

丹丹丹丹丹生生生生生

牛牛牛牛牛秣秣秣秣秣

竹竹竹竹竹沼沼沼沼沼

下下下下下久久久久久保保保保保

神神神神神水水水水水

塩塩塩塩塩沢沢沢沢沢

三三三三三名名名名名

大大大大大仁仁仁仁仁田田田田田

相相相相相沢沢沢沢沢川川川川川取取取取取水水水水水

赤赤赤赤赤三三三三三調調調調調整整整整整池池池池池

市市市市市野野野野野萱萱萱萱萱川川川川川取取取取取水水水水水

上上上上上野野野野野

桐桐桐桐桐生生生生生川川川川川

草草草草草木木木木木

黒黒黒黒黒坂坂坂坂坂石石石石石

高高高高高津津津津津戸戸戸戸戸

寺寺寺寺寺沢沢沢沢沢

早早早早早川川川川川

屋屋屋屋屋敷敷敷敷敷川川川川川取取取取取水水水水水

赤赤赤赤赤川川川川川

五五五五五十十十十十里里里里里

今今今今今市市市市市

大大大大大郷郷郷郷郷戸戸戸戸戸

川川川川川治治治治治

川川川川川俣俣俣俣俣

栗栗栗栗栗山山山山山

黒黒黒黒黒部部部部部
小小小小小網網網網網

庚庚庚庚庚申申申申申

逆逆逆逆逆川川川川川

土土土土土呂呂呂呂呂部部部部部

中中中中中岩岩岩岩岩
西西西西西古古古古古屋屋屋屋屋

松松松松松田田田田田川川川川川

三三三三三河河河河河沢沢沢沢沢
湯湯湯湯湯西西西西西川川川川川

南南南南南椎椎椎椎椎尾尾尾尾尾調調調調調整整整整整池池池池池

権権権権権現現現現現堂堂堂堂堂調調調調調節節節節節池池池池池

間間間間間瀬瀬瀬瀬瀬

白白白白白石石石石石

N

50 10 15 20km

 千葉県

 東京都

 埼玉県

 群馬県

 茨城県

 栃木県

凡例

：　直轄・機構ダム

：　県管理ダム

：　発電専用ダム

：　利水ダム 1:750000

※利根川流域内
の堤高15m以上
のダムを抽出。

■ダム位置図■ダム位置図
（現況）（現況）

（６）ダム再開発

既存のダムをかさ上げあるいは掘削すること等で利水容量を確保し、水源とするものである。

ダムかさ上げイメージ

（検討の考え方）
○利根川流域の既存のダムについて、かさ上げや掘削等によるダムの有効活用の可能性を検討する。
○利根川の豊水時に、既存水路を活用し他のダム等へ導水する方策について、その適用の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
●掘削又はかさ上げを行う場合は、用地確保の見通し、掘削残土の処理方法、地盤を含めたダムの強度や安全性等について
整理する。
●既存のダムの実態及び先例を踏まえて、関係者と調整を要する事項等について整理する。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。

○既存のダムにおける地盤条件・
流出特性等を踏まえ、利水容量の
増加、利水補給の効率化・安定化
について検討する。
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容量増加（かさ上げ）

既存のダム

治水容量

利水容量

堆砂容量

利水容量

堆砂容量

新規利水容量の確保

治水容量



（７）他用途ダム容量の買い上げ①

既存のダムの他の用途のダム容量（発電）を買い上げて新規利水の容量とすることで、水源とするもので
ある。

他用途ダム容量買い上げイメージ

（検討の考え方）
○発電専用容量を買い上げること等により、利水容量への振り替えの可能性を検討する。
○買い上げ費用の算出は、河川管理者として知り得る情報で試算する。

（今後の検討で考慮すべき点）
●ダム本体の安定性の対策、放流設備の改良の必要性等について整理する。
●発電容量を買い上げる場合には、所有する電力会社等の同意が必要である。

利根川

江戸川

荒川

中川

隅田川

小貝川

鬼怒川

思川渡良瀬川

発電専用ダム及び発電専用容量を有するダム例の位置図

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。

※有効貯水容量100万m3以上の

ダムを抽出。
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発電容量

堆砂容量

堆砂容量

新規利水容量の確保



（７）他用途ダム容量の買い上げ②

既存のダムの他の用途のダム容量（洪水調節容量等）を買い上げて新規利水の容量とすることで、水源と
するものである。

他用途ダム容量買い上げイメージ

（検討の考え方）
○洪水調節容量等を買い上げること等により、利水容量への振り替えの可能性を検討する。

新規容量の確保

利水容量

治水容量

堆砂容量

堆砂容量

治水容量

利水容量

（今後の検討で考慮すべき点）
●失われる洪水調節効果に対する代替案について整理する。
●ダム本体の安定性の対策、放流設備の改良の必要性等について整理する。

利根川

江戸川

荒川

中川

隅田川

小貝川

鬼怒川

思川渡良瀬川

既存の直轄・機構ダム位置図

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。
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新規利水容量の確保



（８）水系間導水

水量に余裕のある他水系から導水することで水源とするものである。

Ａ流域 Ｂ流域

取水施設
導水施設

水系間導水イメージ

（検討の考え方）
○取水される河川に、安定した導水可能量が確保出来るか勘案の上、その適用の可能性を検討する。
○導水路の新設は、できるだけ最短で地域に影響を与えないルートを基本とし、その可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
●取水される水系において取水地点から下流の水利用に関する関係河川使用者等の同意を得る必要がある。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。

那珂川

霞ヶ浦

利根川

江戸川

荒川

相模川

富士川

多摩川

中川

隅田川

小貝川

鬼怒川

思川渡良瀬川

水系間導水
（富士川からの導水）

水系間導水
（信濃川からの導水）
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検討例



（９）地下水取水

伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮しつつ、井戸の新設等により、水源とするものである。

（検討の考え方）
○既往の調査等を勘案し、井戸の新設等による地下水取水の適用の可能性を検討する。

地下水取水のイメージ

（今後の検討で考慮すべき点）
●地盤沈下を防止すること等を目的に地下水の採取規制等の事項を定めた
「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」（地盤沈下防止等関係閣僚会
議決定）を含め関連条例等を整理する。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。
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（１０）ため池（取水後の貯留施設を含む）

利根川

渡良瀬川

主に雨水や地区内流水を貯留するため池を設置することで水源とするものである。

（検討の考え方）
○既存のため池の有効活用の可能性を検討する。
○土地の利用状況等を勘案し、ため池の新設の可能性を検討する。
○必要に応じ、ため池から利水者の取水地点までの導水施設の新設等の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
●土地利用の状況を踏まえて、用地確保の見通し等について整理する。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。
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国土地理院２０万分１地勢図より作成

ため池の一例



（１１）海水淡水化

計画予定地の例

海水を淡水化する施設を設置し、水源とするものである。

（検討の考え方）
○先行の事例を参考に、海沿いや河口付近等を基本として適用の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
●海水をろ過する際に発生する、濃縮された塩水の処理方法等について整理する。

計画予定地の例

検討例
位置図

位置図

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。
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国土地理院２０万分１地勢図より作成

国土地理院２０万分１地勢図より作成

（参考）「福岡地区水道企業団海水淡水化センター（まみずピア）」提供

高圧ＲＯ膜ユニット



（１２）水源林の保全

主にその土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくりと流出させるという水源林の持つ機能を
保全し、河川流況の安定化を期待するものである。

（検討の考え方）
○利根川流域の森林の状況等を勘案し、適用の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
●これまでの学術的知見を踏まえて、利水上の効果、定量化等に
ついて整理する。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。

（参考）

■八斗島上流域の森林の分布状況図

※森林：国土数値情報 土地利用メッシュ（平成18年度）

土地利用種別で「森林」
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ダム使用権等で確保
されている開発量

ダ
ム
の
利
水
参
画
者
の
必
要
量
に
振
り
替
え

現時点での水利権量

左記の差分

水
利
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な

い
ダ
ム
使
用
権
等

≧

水利権が付与されていないダム使用権等の概要

※水道用水などを計画的に
整備する上で必要となる
水源としての水量

※許可期間において、水道用水や
工業用水などを安定的に供給す
るために、必要かつ妥当な水量
として付与された水利権量

（１３）ダム使用権等の振替

需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム使用権等を必要な者に振り替えるものである。

（検討の考え方）
○各利水基準地点毎に、水利権が付与されていないダム使用権等を集計し、他の利水者への振り替えの可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
●ダム使用権設定者等の同意が必要である。
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※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。



（１４）既得水利の合理化・転用

用水路の漏水対策、取水施設の改良等による用水の使用量の削減、農地面積の減少、産業構造の変革等に
伴う需要減分を、他の必要とする用途に転用するものである。

（検討の考え方）
○流域内の取水施設等の状況、取水実績等を勘案し、転用の可能性を検討する。

農業用水合理化・転用のイメージ

①農業水利施設の改良
による水の生み出し

（今後の検討で考慮すべき点）
●農業用水合理化等により転用した水量は、かんがい期のみ利用可能であることを踏まえて、転用可能水量を整理する。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。
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用途
都市用水
農業用水
地域用水
農村生活用水



（１５）渇水調整の強化

渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を最小とするような取水制限を行うものである。

（検討の考え方）
○渇水時に被害が最小となるような取水制限ルールの強化の可能性を検討する。

平成22年度 渇水対策協議会

出典：河川整備基本方針

利根川水系における既往渇水の状況

（今後の検討で考慮すべき点）
●新たに開発量を生み出す機能はない。
●効果を定量的に見込む手法等について整理する。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。

注）取水期間は一時緩和期間を含む。
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（１６）節水対策

節水コマなど節水機器の普及、節水運動の推進、工場における回収率の向上等により、水需要の抑制性を
図るものである。

http://www.waterworks.metro.tokyo.j
p/life/g_jouzu.htm 東京都水道局

節水コマ 節水型洗濯機 食器洗浄機 節水型トイレ

■代表的な節水機器

・上水道事業体

・節水を促す垂幕、看板、ポスター
・公用車にパネル等を掲示
・学校、大口使用者への協力願い

・回収水の利用
・雑用水の節水

・工業用水事業体

・文書による節水協力依頼
・企業庁H.P.による情報提供

・工場

■その他の節水対策例

（今後の検討で考慮すべき点）
●新たな開発量を生み出す機能はない。
●最終利用者の意向に依存することを踏まえ、効果を定量的に見込む手法等について整理する。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。
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・農水土地改良区

・節水通知の送付
・水源状況の情報提供



（１７）雨水・中水利用

：下水放流
：高度利用

：工水取水
：上水取水

雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水利用の推進により、河川水・地下水を水源とする水需要
の抑制を図るものである。

（検討の考え方）
○雨水・中水利用については、過去の実績を勘案し、適用の可能性を検討する。

○下水処理水の活用としては、下水道の終末処理施設からの放流水を河川の水質と同程度まで高度処理する
等により、新規利水への振り替えの可能性を検討する。

雨水利用の事例（福岡ドーム） 出典：平成１８年度版 日本の水資源

雨水貯留タンク 出典：足立区Ｈ．Ｐ．

検討例

（今後の検討で考慮する点）
●最終利用者の意向に依存することを踏まえ、効果を定量的に見込む手法等について整理する。

※現時点でのものであり、今後変更があり得るものである。
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